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Ｑ：６，７号機のタービン動翼について、技術委員会として新品に交換すること、とある

が、交換するのかしないのか、このまま運転して状況を見るというのか聞かせて欲し

い。また、壊れた羽根一枚ずつではなく、回転翼１枚全体を交換するのではないか。

スペアパーツとして持っているのか。（原文通り） 

 
 
Ａ：低圧タービンの動翼は１０段～１６段までありますが、折損が確認されました１４段

のタービン動翼については全数交換を実施いたします。小さな傷が確認された１６段

については、傷を除去した上で再使用可能であることから、ピン穴にかかる応力緩和

のための面取り加工を行った上で再使用いたします。 
  なお、７号機については復旧を完了しております。     
  また、予備品はありません。 
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